
 1 

２００９オータム・オープン・レガッタin ゆりあげ 

帆走指示書 

 

１  規則 

1.1   本レガッタには、ＩＳＡＦ２００９～２０１２「セーリング競技規則」に定義された「規則」を適用する。 

1.2   日本セーリング連盟規程、各クラス規則（但し帆走指示書によって変更されたものを除く）、実施  

要項及び帆走指示書を適用する。 

 

２  参加資格  

     実施要項に定められた参加資格に該当し参加申込を完了した艇。 

 

３  陸上本部及び競技者への通告 

    陸上本部はヨットハーバー管理棟会議室とし、競技者へ対する通告は同管理棟前に設置され

た公式掲示板に掲示される。 

 

４  帆走指示書の変更 

    帆走指示書の変更は、それが適用される最初のレースのスタート予告信号の６０分前までに掲

示する。 

 

５  陸上で発する信号 

5.1   陸上で発する信号は、０８：００～１５：００の間に管理棟会議室前の信号柱に掲揚される。 

5.2   回答旗が陸上で掲揚された場合、レース信号回答旗説明文中の「１分」を「３０分以降」と置きか

える。 

5.3   回答旗が降下されるまで出艇は禁止される。 

 

６  日程 

6.1   レースの日程は次の通りとする。 

    10月 11日 

０８：３０~ 受付   
０９：００~ 開会式、艇長会議   
０９：５５  第１レース予告信号時刻   
        引き続き第２レースを行う。   

6.2   引き続き行なわれるレースでは、予告信号が掲揚される最低４分以前に回答旗を掲揚する。 

 

７  グループ旗 

   グループ旗は次の通りとする。 

第１グループ（ヤードスティックナンバー１１０以下の艇）      黄色旗 
第２グループ（ヤードスティックナンバー１１１以上の艇）      緑色旗 
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８  レース・エリア 

    レース・エリアは、名取市閖上沖のエリアである。なお、天候の状況により海面を変更することが

ある。 

 

９   コース 

9.1   コースは、公式掲示板に掲示する。見取り図は、通過するマークの順序およびそれぞれのマー

クの通過する側を含むコースを示す。 

9.2  ヤードスティックナンバー１１０以下の艇種の帆走すべきコースは、Ｓ－１－２－１－２－Ｆとし、１

１１以上の艇種の帆走すべきコースは、Ｓ－１－２－Ｆとする。 

 

１０ マーク 

10.1 マーク１、２は数字で１、２と表示された黄色の円筒形ブイである。 

10.2 スタート・マークとフィニッシュ・マークはオレンジ色旗を掲揚しているポールである。 

 

１１ スタート 

11.1 レースは、規則２６を用いて、予告信号をスタート信号の前５分とし、スタートさせる。 

11.2 スタート・ラインは、スターボードの端にある本部船のオレンジ色旗を掲揚しているポールと、ポ

ートの端のスタート・マークとする。 

11.3 予告信号が発せられていない艇は、スタート・エリアを離れ、予告信号が発せられたすべての艇

を避けなければならない。 

11.4 スタート信号の４分以降にスタートする艇は、「スタートしなかった」と記録される。この項は規則

Ａ４を変更している。 

 

１２ 次のマークの位置の変更 

    次のマークの位置を変更するために、レース委員会は元のマーク（またはフィニッシュ・ライ    

ン）を新しい位置に移動する。この変更は、マークがまだ新しい位置になくても、先頭艇が    

そのレグを始める前に信号が発せられる。移動したマークを回航後に、回航するマークは    

コースの形状を保つために更に信号を発しなくても、新しい位置に変更することができる。 

 

１３ フィニッシュ 

13.1  フィニッシュ・ラインは、レース・コミッティー・ボートのオレンジ色旗を掲揚しているポールと、スタ

ーボードの端のフィニッシュ・マークの間とする。 

13.2  コース短縮の為マーク２でＳ旗を掲揚した場合、フィニッシュ・ラインは、ＳＩ１３．１と同様とする。 

 

１４ ペナルティー方式 
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規則３１．２または４４．１に基づきペナルティーを履行した艇またはリタイアした艇は、抗議締切

時間内にレース事務局において報告書を提出しなければならない。 

 

１５ タイムリミット 

15.1  先頭艇がコースを帆走して、フィニッシュ後２０分以内にフィニッシュしない艇は、「フィニッシュし  

なかった」と記録される。この項は、規則３５とＡ４を変更している。 

15.2  スタート後各グループの先頭艇が３０分以内に最初のマークに到達しない場合、そのレースは

中止され新たなスタートが行われる。 

 

１６ 抗議と救済の要求 

16.1  抗議書はレース事務局で入手できる。抗議書は抗議締切時間内にレース事務局に提出されな

ければならない。 

16.2  それぞれのグループに対して、抗議締切時間は最終レースの最終艇がフィニッシュした後、６０

分とする。 

 

１７ 順位 

17.1  各艇の順位は、レース所要時間をＭＹＳＡＦヤードスティックナンバー及びエージ・アローアンス

により修正した時間とする。 

17.2  同一修正時間の艇は、ヤードスティックナンバーの大きい方の艇を上位とする。 

  

１８ 得点 

18.1  付則Ａの低得点方法を適用する。 

18.2  ２レースが予定され、シリーズが成立するためには、１レースを完了することを必要とする。 

18.3  艇のシリーズ得点は、成立したすべてのレース得点の合計とする。 

18.4  タイは、付則Ａ８を適用する。 

 

１９ 安全規定 

19.1  チェック・インとチェック・アウトは、署名方式で行なう。 

19.2  競技者は、当該グループの最初のレースの予告信号の６０分前からレース事務局に用意され

る署名用紙に署名し出艇しなければならない。 

19.3  帰着した競技者は、直ちに、レース事務局に用意される署名用紙に署名しなければならない。

署名用紙は当該グループの最終レース終了後６０分間用意される。 

19.4  レースからリタイアした艇は、できるだけ早くレース委員会に伝えなければならない。 

19.5  すべての競技者は、離岸から着岸までの間ライフジャケットを着用しなければならない。 

 

２０ 無線通信 
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    艇は、レース中無線通信を行なってはならず、またすべての艇が利用できない無線通信を受信

してはならない。この制限は、携帯電話にも適用する。 

 

２１ 賞 

    １位から３位までに賞を与える。 

 

２２ 責任の否認 

    競技者は、完全に自己のリスクでレガッタに参加している。規則４「レースをすることの決定」に

示されたように、主催団体は、このレガッタに関連して受けた物的損傷または個人の発病もしく

は死亡に対する責任を否認する。 

 

 


